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は じ め に 

 

近年、急速に進む人口減少に伴う過疎化、地域コミュニティ

が希薄なことによる孤立化に加え、新型コロナウイルス感染症

の影響により、地域における生活課題は複雑・多様化の一途を

たどっています。 

こうした背景のもとにあっては、地域の福祉課題を「わが事」

ととらえ、市民相互の「支えあい」や「助け合い」の地域力を

高め、地域共生社会の実現を目指していかなければなりません。 

そこで、このたび、令和４年度から８年度までの５ヶ年を計

画期間とする「第４次地域福祉計画」を策定しました。「声かけて 心かよわす 笑顔

あふれるまち 長門」という新しい基本理念のもと、３つの基本目標を設定し、地域

の中で共に見守りお互いに支えあいながら、安全・安心に暮らすことができ、また、

一人ひとりに優しい福祉サービスを提供できるまちの創出に取り組んでまいります。 

また、複雑・多様化する諸課題に対応するため、このたび、地域福祉計画と合わせ、

「成年後見制度利用促進計画」及び「再犯防止推進計画」を一体的に策定しています。 

今後、真の地域共生社会の実現を目指していくためには、行政だけでなく、市民の

皆様をはじめ、自治会、ＮＰＯ、企業など様々な関係機関が地域福祉に関心を持って

いただき、積極的に関わっていただくことが重要です。皆様には、市を挙げての計画

遂行にご協力いただくようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心なご議論を経てご提言をいただきました地域

福祉計画策定委員会の委員の皆様をはじめ、アンケート調査、地区懇談会、並びにパ

ブリックコメント等を通じて貴重なご意見・ご提案をいただきました多くの市民や関

係の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

令和４年３月 

長門市長 江 原  達 也 



 

 

 

ご あ い さ つ 
 

～第４次長門市地域福祉活動計画策定にあたり～ 

 

長門市社会福祉協議会では、平成 29年に「第３次地域福祉

活動計画」を策定し、誰もが住み続けたいまちづくりの実現

に向けて様々な事業に取り組んでまいりました。 

近年、長門市においては急速な人口減少に伴い、少子高齢

化や核家族化が進行し、地域における住民同士のつながりの

希薄化や地域課題の複雑化・複合化が懸念されています。 

また、令和２年からの新型コロナウイルス感染症の拡大は、

本市にも大きな影響を及ぼし、市民の生活様式だけでなく、地域福祉活動にも変化が

求められると共に新しい課題も発生しています。 

このような暮らしの変化、福祉ニーズの多様化と複合的な課題に対し、地域住民や

多様な主体の参画と協働により地域を共に創っていく「地域共生社会」の実現が求め

られています。 

地域福祉推進の中心的な役割を担う長門市社会福祉協議会は、「みんなが主役！誰

もが安心して暮らせる長門づくり」を新たな基本理念として、「ひとづくり」「つなが

りづくり」「しくみづくり」の３つの視点から本市の地域福祉活動を進めるため「第４

次地域福祉活動計画」を策定しました。 

この計画を基に、地域住民、地域関係組織・団体、関係機関と協力し、個人や世帯

が抱えている様々な生活課題を地域全体の福祉課題としてとらえ、みんなで考え、話

し合い、活動を計画し、協力して解決を図り、住民が安心して暮らせる地域コミュニ

ティづくりと地域福祉の推進を目指していきたいと思います。 

今後とも皆様のご理解とご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

令和４年３月 

 

社会福祉法人 長門市社会福祉協議会        

会 長  藤 野  忠 次 郎 
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